
鄭
玄
に
至
る

『
周
礼
』

解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て

一
は
じ
め
に

都
玄
の
一
一
…
札
注
b

が
、
王
粛
の
激
し
い
論
駁
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
他
の
札
解
釈
書
を
圧
倒
し
、
権
威
を
持
ち
続
け
た
の
は
何
故

か
。
雷
同
礼
』
を
推
重
し
、
内
問
州
礼
い
を
基
準
と
す
る
町
一
ニ
礼
』
相
互

の
連
関
に
よ
る
解
釈
を
施
し
、
強
然
と
し
た
礼
体
系
を
構
築
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
は
、
十
日
文
学
先
儒
の
町
周
礼
い

表
撃
の
成
果
を
得
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
吋
出
向
礼
い
は
、
漢
代
に
於
い
て
、
経
警
と
し
て
は
珍
し

く
そ
の
信
滋
性
が
疑
惑
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
古
文

学
先
儒
の
吋
局
礼
b

の
権
威
を
称
揚
せ
ん
と
す
る
作
業
が
間
断
な
く

意
識
的
に
行
わ
れ
、
純
学
問
的
・
政
治
的
に
経
章
一
聞
と
し
て
の
権
威
確

立
の
成
果
を
得
て
、
遂
に
鄭
玄
の
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
経
学
ゃ
ん
が
示
す
と
お
り
、
例
制

散
を
始
め
と
し
、
社
子
春
、
郵
興
、
鄭
衆
、
阿
見
注
、
馬
融
の
解
釈
を

経
て
、
鄭
玄
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
鄭
玄
に
至
る
宮
川
社
b

解
釈
の
変
遷
を
概
観
せ
ん

学
期
間
院
高
等
科
教
諭

間

向島

潤

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
鄭
玄
の
解
釈
に
於
け
る
先
儒
の
解

釈
の
受
容
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
鄭
玄
が
そ
の
渚
円
照
礼
注
』

に
援
引
す
る
先
儒
一
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
社
子
春
日
に
就
い
て

社
子
春
の
行
弥
一
は
、
内
後
漢
童
と
に
は
不
載
で
、
国
民
公
彦
の
「
序

腐
礼
廃
一
興
い
引
馬
融
言
問
官
伝
b

序
、
『
礼
記
』
大
題
疏
引
儒
林
伝
、

及
び
『
経
典
釈
文
b

序
録
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
依

れ
ば
、
東
漢
初
め
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
、
劉
款
の
周
礼
学
に
於
け

る
喰
一
の
高
弟
で
、
永
平
初
年
、
南
山
に
家
居
し
た
、
九
十
に
黍
ん

と
す
る
彼
は
、
四
回
向
礼
』
を
鄭
衆
一
・
資
法
ら
に
教
授
し
た
と
あ
る
c

社
子
春
一
の
門
田
川
一
札
』
解
釈
は
、
彼
の
解
釈
を
援
引
・
推
観
し
た
鄭

衆
の
解
釈
を
、
更
に
「
讃
弁
」
(
僻
諮
問
一
緒
切
り
し
た
鄭
玄
の
『
周
礼

注
』
に
あ
る
百
八
十
七
条
か
ら
窺
う
こ
と
、
が
で
き
る
。
そ
の
特
徴

は
、
校
勘
・
訓
話
、
所
謂
「
弁
正
文
字
音
読
」
を
主
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
僅
少
で
あ
る
が
、
『
左
伝
』
‘
『
儀
礼
』
等
の
援
引
に
依

る
礼
解
釈
、
が
あ
る
こ
と
も
指
一
揖
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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つ
ま
り
、
宮
川
礼
一
b

解
釈
史
に
於
け
る
社
子
春
の
功
績
は
、
難
読

難
解
で
あ
っ
た
吋
周
礼
い
の
表
意
の
基
礎
作
業
で
あ
る
校
勘
・
訓
話

を
、
鄭
衆
ら
に
伝
え
た
点
に
在
る
。
社
子
春
、
が
、
劉
款
を
継
承
し
た

そ
れ
を
伝
え
た
か
ら
こ
そ
、
吋
回
川
礼
n
b

は
読
解
可
能
と
な
り
、
以
後

の
鄭
衆
ら
解
釈
者
が
、
吋
周
礼
b

を
体
系
的
に
把
握
し
、
そ
こ
に
理

念
を
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
社
子
春
の
解
釈
に
は
、
制
御
衆
、
延
い
て
は
鄭

玄
の
具
体
的
な
礼
解
釈
の
方
向
・
態
度
が
示
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
点
に
於
い
て
、
私
は
以
前
に
、
社
子
春
の
解
釈
を
鄭
法
の
ご
周

礼
』
一
一
解
釈
の
原
型
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
お
い
た
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
、
吋
周
礼
h

解
釈
一
史
に
於
い
て
、
社
子
春
は
没
却
し

得
な
い
人
物
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
生
涯
は
拐
ら
か
で
は

な
い
。
生
年
は
西
漢
の
一
克
帝
・
成
帝
の
際
、
光
武
帝
中
興
時
に
は
五

十
余
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
黄
永
武
(
倒
閣
位
一
服
一
日
M

A

A

一一一覧)は、

社
子
春
と
杖
林
と
は
同
族
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
子
春
を
名
と
す
る

馬
関
翰
の
説
倍
野
市
)
を
駁
し
、
鄭
衆
が
師
で
あ
る
者
の
実
名
を
呼

。
。

ぶ
は
ず
は
な
く
、
子
春
を
字
と
し
、
社
林
の
父
、
子
夏
と
い
う
字
を

持
つ
社
那
と
活
限
時
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
社
子
春
の

本
賞
、
河
南
総
氏
(
馴
山
川
県
南
)
と
、
社
蜘
仰
の
木
賞
、
貌
郡
繁
揚
(
制
的
む

と
は
近
接
す
る
こ
と
を
あ

f

げ
る
。
ま
た
、
平
日
文
尚
輩
記
は
社
林
よ

り
出
で
、
許
沖
の
「
上
進
説
文
表
い
に
依
れ
ば
、
許
慎
の
古
文
孝
経

説
は
衛
宏
に
本
づ
く
こ
と
が
知
ら
れ
そ
の
衛
宏
は
社
林
に
師
事
し
た

こ
と
が
あ
る
と
い
う
例
な
ど
を
証
左
と
し
て
、
古
文
学
の
源
流
は
、

劉
歎
よ
り
後
、
社
家
に
属
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
劉

散
の
周
礼
学
も
杜
家
に
継
承
さ
れ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
以
上

の
如
き
黄
永
武
の
推
測
は
、
後
半
の
論
拠
に
問
題
は
あ
る
が
、
社
子

春
を
社
家
の
一
員
と
考
え
る
の
は
一
見
識
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、
社
子
春
が
言
問
礼
』
解
釈
書
を
著
し
た
か
ど
う
か
。
孫
訟

譲
(
間
州
純
一
時
火
)
は
、
一
変
官
」
射
人
注
(
捌
燃
)
の
鄭
衆
の
杜
子
春
説
の
引

用
の
仕
方
か
ら
考
察
し
て
、
社
子
春
に
は
解
釈
蓄
が
な
か
っ
た
と
断

言
す
る
。
鄭
衆
ら
が
業
を
受
け
た
永
平
初
年
に
は
、
社
子
春
は
九
十

に
悉
ん
と
す
る
高
齢
で
あ
っ
た
た
め
、
唯
々
正
音
通
読
し
、
口
授
し

た
の
み
で
、
解
釈
喬
を
著
さ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

。
λ
ノ
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一
回
一
都
輿
の
解
釈

鄭
輿
は
劉
散
の
左
氏
学
の
後
縦
者
で
あ
っ
た
。
の
条
例

章
句
訓
誌
を
燥
し
、
劉
歌
の
春
秋
義
例
説
、
内
左
伝
』
の
訓
話
を
伝

え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
町
周
礼
』
に
も
精
通
し
、
側
斜
歌
か
ら
沼
川

礼
b

を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
る
ほ
か
、
東
漢
に
な
っ
て
か
ら
は
、
社

子
春
に
従
っ
て
学
ん
だ
。
そ
の
成
果
と
し
て
吋
周
礼
解
詰
』
を
著
す

の
だ
が
、
そ
の
蓄
は
大
部
分
散
逸
し
て
し
ま
い
、
鄭
玄
が
引
く
十
五

条
の
み
が
現
在
残
っ
て
い
る
。



今
、
十
五
条
の
残
文
を
み
る
な
ら
ば
、
あ
ら
か
た

ん
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
の
方
向
が
、
鄭
興
の
吋
周
礼
解
詰
』
の
主

た
る
内
容
と
閉
山
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
鄭
興
の
解
釈
は
社
子
春
を
超
え

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
節
の
鄭
衆
の
解
釈
を

家
伝
の
学
業
の
成
果
と
み
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
淵
源
は
鄭
邸
内
に

在
る
は
ず
で
、
制
時
興
に
は
鄭
衆
の
解
釈
を
導
き
出
す
、
具
体
的
な
礼

解
釈
法
の
提
出
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
十
五
条
の
中
で
採
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
は

部
の
「
祭
組
、
共
鵡
茅
い
の
注
解
、

鶏
字
或
為
茜
。
商
読
為
縮
。
束
茅
立
之
叙
以
前
、
沃
酒
其
上
、
酒
楼

下
去
、
若
神
飲
之
。
故
謂
之
縮
。
縮
、
淡
也
。
故
奔
桓
公
寅
不
実

萄
茅
、
王
祭
不
共
、
無
以
縮
鴻
。

で
あ
る
。
鄭
輿
は
或
本
に
依
っ
て
「
繭
i?を
「
茜
」
と
な
し
、
そ
の

「
菌
防
の
本
字
を
「
縮
溜
i

一
の
「
縮
ー
一
と
し
て
(
附
M
M
F
L
、
一
!
蒲
茅
一

を
一
事
と
し
、
そ
れ
を
吋
儀
礼
b

「
士
虞
礼
ー
一
の
意
に
具
体
的
に
説

明
し
、
更
に
吋
左
伝
h

億
公
八
年
の
伝
文
を
援
引
し
証
明
す
る
の
で

あ
る

o
p江
伝
』
の
援
引
は
、
劉
散
を
継
承
す
る
、
吋
左
伝
』
と
吋
田
川

礼
い
と
の
経
学
的
関
連
付
け
を
行
う
態
度
一
の
、
吋
田
川
礼
』
の
訓
誌
に

現
わ
れ
た
一
例
で
あ
る
0

3儀
礼
b

へ
の
依
拠
は
、
社
子
春
に
も
み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
と
も
と
吋
儀
礼
』
と
伝
承
の
異
な
る
円
周

礼
』
の
解
釈
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
は
鄭
衆 会立

の
解
釈
に
於
い
て
詳
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
一
一
一
一
国
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
鄭
興
の
解
釈
を
鄭
玄
は
紹
介

す
る
も
の
の
、
殆
ど
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
際
援
は
「
翠
以
其
為
郷
司
農
(
鄭
衆
)
之
父
故
引
之
耳
。

所
謂
成
家
世
之
訓
也
」
(
蹴
繍
協
議
)
と
解
説
し
て
い
る
。

四
鄭
衆
の
解
釈

鄭
衆
は
、
父
、
鄭
輿
の
左
氏
学
を
継
承
し
、
劉
一
畝
以
来
の
実
証
主

義
的
資
料
主
義
的
学
風
を
確
立
し
、
吋
2ム

つ
た
大
儒
で
あ
あ
恥
る
O

ま
た
鄭
興
と
同
様
、
『
席
礼
』
に
も
精
通
し
、

四
氏
、
伯
祐
ら
と
と
も
に
杖
子
春
に
部
事
し
、
『
潤
礼
解
詰
』
を
著
し
た
。

そ
の
解
釈
は
、
社
子
春
の
校
勘
・
訓
討
を
基
底
に
据
え
、
鄭
輿
の

解
釈
を
摂
取
・
容
融
し
つ
つ
も
、
新
異
を
打
ち
出
す
解
釈
形
体
を
と

っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
『
周
礼
解
詰
』
は
夙
に
散
逸

し
、
鄭
衆
の
解
釈
を
考
察
す
る
に
は
、
鄭
玄
が
援
引
す
る
七
百
三
十

二
条
に
依
拠
す
る
し
か
な
い
。

鄭
衆
の
解
釈
の
第
一
の
特
徴
は
、
他
経
の
援
引
で

L

あ
る
。
し
か
も

そ
こ
に
は
特
定
の
意
図
・
志
向
が
存
在
す
る
。

ω『
左
伝
』
の
援
引

吋問問礼
b

を
解
釈
す
る
に
門
左
伝
』
を
以
て
す
る
の
は
、
杜
子

春
・
鄭
興
の
方
法
で

L

る
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
主
と
し
て
字
義
解

釈
の
根
拠
を
立
与
伝
』
に
求
め
る
。
従
っ
て
、
具
体
的
な
礼
解
釈
の
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資
料
と
し
て

と
す
る
。
例
え
ば
、

別
策
命
之
い
に
、

春
秋
伝
日
、
主
命
内
史
興
父
、
策
命
菅
侯
為
侯
佑
。
策
、
議
以
簡

策
審
主
命
。
允
ハ
文
日
、
主
謂
叔
父
、
敬
服
王
命
、
以
綾
田
問
、
糾

滋
主
恵
。
諸
問
侯
一
一
一
辞
、
従
命
治
一
間
策
以
出
。

と
註
解
す
る
。
吋
一
左
伝
門
中
倦
公
二
十
八
年
の
ん
私
文
を
援
引
し
、
内
史

が
諸
侯
を
策
命
す
る
こ
と
を
吋
友
伝
い
に
裏
付
け
、
更
に
同
財
閥
礼
b

に
は
明
文
の
な
い
策
命
の
式
・
策
人
仰
の
儀
を
補
う
の
で
あ
る
。
言
川

礼
い
に
於
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
間
家
(
側
一
如
何
押
切
)
は
、
外
藩
諸
侯

を
含
め
た
、
爵
位
に
よ
る
身
分
制
に
よ
っ
て
、
主
権
の
確
立
'
維
持

を
保
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
爵
位
の
授
与

は
王
者
の
独
占
的
権
限
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
内
史
の
主
宰
す
る

策
命
に
よ
っ
て
政
治
的
機
能
を
発
燃
す
る
。
策
命
は
王
権
に
関
わ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
礼
な
吋
左
伝
い
に
求
め

解
釈
に
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

を
本
格
的
に
採
用
し
た
の
は
、
鄭
衆
を
鳴
矢

内
史
の
「
凡
命
諸
侯
及
弧
卿
大
夫
、

れ
よ
う
。

こ
ん
な
具
合
に
冨
川
礼
h

の

札

制

を

に

裏

付

け

、

明

文

の
な
い
所
は
補
経
す
る
。
そ
の
援
引
数
は
、
…
解
釈
も
含
め
る

と
、
八
十
一
一
一
条
も
あ
り
、
鄭
玄
の
一
条
と
比
べ
る
と
惑
か
に
多

、。
l
u
v
 

と
『
周
礼
』
と
の
連
関
の
先
縦
は
劉
款
に
発
し
て
い

る
。
劉
款
は
『
左
伝
』
を
研
究
し
た
結
果
、
『
周
礼
』
を
「
周
公
致

太
平
之
迩
」
(
都
…
抑
制
仇
)
沈
着
倣
し
、
内
左
伝
』
と
『
周
礼
』
と
の
礼
的

関
連
性
を
認
識
し
た
。
吋
春
秋
』
隠
公
四
年
の
経
文
の
「
遇
」
に

対
J

げ
る
義
例
に
於
け
る
明
田
川
礼
』
へ
の
依
拠
は
そ
の
現
れ
の
一
つ
で

あ
る
。
社
子
春
・
鄭
館
内
を
経
た
鄭
衆
・
賀
迭
は
劉
一
致
の
そ
の
所
説
を

展
開
さ
せ
、
門
左
伝
』
と
『
周
礼
』
の
関
係
を
具
体
的
に
把
握
し
た
c

z一
帯
秋
』
制
作
の
孔
子
の
意
図
は
「
周
礼
」
の
顕
揚
に
在
る
と
し
、

2
春
秋
』
と
寸
田
川
礼
」
を
渡
結
さ
せ
、
門
左
伝
』
を
い
わ
ば
「
周
礼
」

の
礼
解
釈
蓄
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吋
左
伝
』
と
冨
州
礼
b

A
リ
ヲ

は
「
周
礼
い
に
包
括
さ
れ
得
る
の
で
あ

h
o
こ
の
立
場
を
と
る
か
ら

こ
そ
、
吋
左
伝
ト
一
を
説
く
に
町
田
川
礼
』
を
以
て
す
る
、
ば
か
り
で
な
く
、

円
周
礼
b

を
説
く
に
吋
左
伝
b

を
以
て
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ω円
礼
記

T
吋
儀
礼
』
の
援
引

他
経
の
援
引
に
就
い
て
次
に
採
り
上
げ
た
い
の
は
、
同
州
立
法
・

2
儀
礼
b

の
六
十
七
条
(
内
訳
は
吋
礼
記
』
四
十
五
条
、
円
儀
礼
h

二
十
二
条
)
の
援
引
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
天
宮
」
旬
師
の

則
死
刑
…
皆
川
」
に
、
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五
同
姓
有
罪
当
刑
者
、
断
甘
い
(
獄
一
於
勾
師
之
官
也
。
文
五
世
子
臼
、

公
族
有
死
罪
、
別
勢
於
句
人
。
又
臼
、
公
族
無
宮
刑
、
獄
成
、
致

刑
子
勾
入
。
又
臼
、
公
族
無
宮
剤
、
不
践
其
類
也
。
刑
子
隠
者
、



不
与
国
人
慮
兄
弟
。

と

注

解

す

る

。

円

礼

記

に

い

う

匂

人

と

何
人
は
同
じ
で
あ
る
と
翁
倣
し
た
う
え
で
、
ぺ
文
王
世
を
援
引

し
、
旬
師
が
公
族
の
死
刑
を
掌
る
こ
と
を
証
明
し
、
更
に
公
族
に
は

宮
刑
は
な
く
、
印
税
・
剣
・
別
の
一
一
一
刑
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
旬
師
が
挙

る
こ
と
、
及
び
処
刑
の
場
所
を
補
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
春
官
い

小
説
の
「
設
熱
、
設
銘
い
に
、

銘
、
繋
死
者
一
名
於
旋
。
(
中
略
〉
士
喪
礼
日
、
為
銘
各
以
其
物
。
亡

期
以
総
長
半
一
側
、
総
末
、
長
終
料
、
広
一
一
一
ふ
臼
某

氏

某

之

総

。

竹

紅

長

一

一

一

尺

、

綾

子

四

階

上

。

参

分
庭
、
一
在
潟
、
粥
余
飯
、
盛
以
一

と
注
解
す
る
。
「
士
喪
礼
ん
は
土
礼
で
あ
る
が
、

「
喪
服
小
記
い
の
ず
悌
一
一
m
銘
、
自
天
子
迷
於
士
、
江
〈
辞
…
を

拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
部
衆
は
「
士
喪
礼
レ
を
援
引

し
、
沼
山
内
一
礼
い
に
は
明
文
の
な
い
銘
旋
の
形
状
を
補
う
の
で
あ
る
c

明
儀
礼
』
は
、
も
と
も
と
高
裳
生
が
伝
え
た
士
礼
十
七
篇
で
、

「
礼
経
」
と
し
て
学
ば
れ
た
、
基
礎
的
な
儀
式
を
内
容
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
吋
礼
記
h

は
、
高
山
県
生
の
学
問
を
奉
ず
る
后
倉
の
弟
子
、

裁
製
の
編
纂
に
な
る
、
町
議
礼
h

の
注
釈
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

、

は

当

初

か

ら

密

接

な

関

連

を

有

し

と

て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
町
田
川
礼
』
は
、
河
問
問
献
王
が
先
秦

古
文
と
と
も
に
獲
得
し
た
と
い
う
記
事
(
鰍
崎
一
二
日
中
毒
V

が
あ
り
、
劉
散
以

降
に
表
章
が
な
さ
れ
た
も
の
で
、
伝
承
か
ら
い
え
ば
、
ヨ
儀
礼
守

的
礼
記
い
と
全
く
関
連
が
な
い
。

し
か
し
、
内
周
礼
い
周
公
制
作
説
を
継
承
し
た
鄭
衆
は
、
田
川
公
制

作
と
い
う
点
に
於
い
て
コ
俄
…
礼
h

を
内
局
礼
い
と
関
連
付
け
、
「
周

札
一
い
に
包
括
せ
ん
と
す
る
。
…

t

夏
官
レ
射
人
の
「
主
射
、
期
令
去
侯

立
予
後
、
以
矢
行
告
、
卒
令
取
矢
い
の
注
解
、

射
人
主
令
人
去
侯
所
市
立
子
後
也
。
以
矢
行
告
、
射
人
主
以
矢
行

高
下
左
右
告
子
主
意
。
大
射
礼
日
、
大
射
正
立
子
公
後
、
以
矢
行

缶
子
公
、
下
回
認
、
上
日
揚
、
左
右
目
方
。
社
子
春
説
、
以
矢
行

王
則
執
矢
也
。
社
子
説
、
不
与
礼
経

の
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合
、
疑
非
是
也
。

は
、
援
引
す
る
諸
侯
の
礼
で
あ
る
円
儀
礼
b

「
大
射
礼
」
に
依
拠
し
、

王
者
の
射
礼
に
於
け
る
射
人
の
職
掌
を
補
っ
た
う
え
で
、
社
子
春
の

説
に
言
及
し
、
寸
礼
経
」
、
郎
ち
内
儀
礼
』
と
合
致
し
な
い
か
ら
正
し

く
な
い
だ
ろ
う
と
杜
子
春
の
説
を
批
判
す
る
。
こ
の
批
判
の
根
底
に

は
、
古
川
礼
』
と
『
儀
礼
』
の
礼
的
体
系
性
を
認
め
、
円
同
月
礼
』
と

『
儀
礼
b

と
を
統
合
せ
ん
と
す
る
解
釈
態
度
が
示
現
さ
れ
て
い
る

G

号
機
礼
』
も
周
公
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
第
衆
は
、
一
敗
讃
と
い
う
意
識
を
は
じ
め
て



持
ち
、
の
礼
的
体
系
性
を
明
確
に
認
め
て
、
内
田
川
礼
h

解

釈
に
吋
儀
礼
』
・
守
化
記
b

を
援
引
し
、
吋
田
川
礼
』
経
文
と
連
関
さ
せ
、

「
周
礼
」
の
組
成
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
後
の
鄭
玄
は
、
『
儀
礼
』
・

3
仙
記
』
に
も
注
釈
を
施
し
、
吋
関
川
礼
』
を
「
経
礼
」
、
『
儀
礼
』
を

「
曲
礼
い
と
位
置
付
け
、
吋
周
礼
b

の
優
位
性
を
保
ち
つ
つ
、
吋
一
一
一
礼
』

を
緊
惑
に
連
関
さ
せ
た
さ
一
礼
詑
b

を
著
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方

法
・
態
度
の
鼠
接
的
な
原
裂
は
ま
さ
に
鄭
衆
の
解
釈
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

ゆ
「
春
秋
の

の
援
引
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
た

を
支
持
す
る
理
念
は
、
所
謂
「
春
秋
の
義
い
と
い
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
「
春
秋
の
義
ー
一
と
は
、
王
者
の
権
威
の
下
に
国
家
を

秩
序
付
け
る
理
念
で
あ
る
。
鄭
衆
は
国
よ
り
そ
れ
を
コ
佳
か
ら

導
き
出
す
。
例
え
ば
、
(
，
秋
官
一
小
行
人
の
「
凡
諸
侯
入
γ

別
逆

労
学
J

畿
い
に
、

入
来
、
朝
於
千
一
也
。
故
春
秋
伝
日
、
宋
公
不
主
。
又
日
、

と

法

解

す

る

。

の

主

事

と

解

し

、

そ

の

根

拠

と

し

て
、
吋
友
伝
h

路
公
九
年
・
荘
公
二
十
一
一
一
年
の
伝
文
を
援
引
す
る
Q

供
職
・
税
制
制
等
の
玉
事
は
、
汁
春
秋
の
義
」
の
具
体
的
な
現
れ
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鄭
衆
は
こ
の
刊
の
義
理
に

依
拠
し
、
の
絶
対
的
権
威
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る

王
事
を
『
周
礼
』
解
釈
に
明
示
す
る
。
新
く
の
如
き
王
者
絶
対
主
義

、
が
、
前
掲
の
内
史
の
注
解
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
鄭
衆
の
吋
田
川

礼
』
解
釈
を
貫
く
理
念
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鰐
衆
の
組
成
し
た

「
崩
礼
」
は
、
常
に
王
者
の
権
威
に
統
制
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で

あ
る
。
一
!
春
秋
の
義
」
を
具
体
的
実
際
的
な
礼
体
系
に
示
現
す
る
こ

と
が
、
鄭
衆
の
解
釈
の
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
。

ω
漢
制
の
援
引

司
馬
礼
同
を
漢
制
で
解
釈
す
る
こ
と
は
、
古
認
を
今
語
で
解
釈
す

る
の
と
同
じ
く
、
判
例
…
訪
の
通
例
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

Q

し

か
し
、
こ
こ
に
は
、
当
時
に
於
け
る
司
馬
礼
』
表
章
の
政
治
的
意
図

が
夜
接
的
に
反
映
し
て
お
り
、
鄭
衆
は
特
定
の
解
釈
意
図
の
も
と
に

行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

鄭
一
衆
の
生
き
た
時
代
前
後
は
、
活
発
な
制
礼
作
楽
運
動
が
展
開
さ

れ
て
い
た
。
札
制
の
上
か
ら
東
漢
王
朝
の
正
統
を
合
理
付
け
、
嘗
て

な
い
宏
大
な
官
僚
機
構
を
，
線
持
し
、
そ
の
権
力
を
揺
ぎ
な
い
も
の
と

す
る
た
め
で
あ
る
。
張
純
・
曹
充
・
曹
袈
ら
は
、
一
件
び
緯
番
思
想
此

導
入
し
、
改
制
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
た

の
に
対
し
、
的
関
川
礼
b

を
奉
ず
る
者
は
、
古
川
礼
』
か
ら
集
権
問
家
維
持

に
貢
献
で
き
る
行
政
原
理
を
抽
出
し
、
そ
れ
に
依
っ
て
蒐
集
し
た
従

来
の
漢
舗
を
再
編
成
し
て
、
集
権
問
問
家
の
秩
序
体
系
を
繋
髄
せ
ん
と
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A
G
，
 

し
た
。
こ
の
運
動
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
の
は
、
で
も

な
く
古
文
学
派
、
鄭
衆
-
m
民
議
ら
吋
関
川
礼
b

解
釈
者
で
あ
っ
た
。

鄭
衆
は
漢
制
を
援
引
す
る
こ
と
八
十
余
条
で
あ
り
、
社
子
春
の
五

条
、
郵
玄
の
五
十
余
条
と
比
べ
る
と
遥
か
に
多
い
。
例
え
ば
、
「
地

官
」
郷
大
夫
の
「
輿
賢
者
能
者
ん
に
、

興
賢
者
、
謂
若
〈
γ
挙
孝
一
廉
。
興
能
者
、
謂
表
A
7
挙
茂
才
。

と
法
解
し
、
「
秋
官
」
小
司
謹
一
の
「
大
賓
客
、
前
五
市
砕
い
に
、

小
苛
窓
為
主
遊
間
府
徐
姦
人
也
。
若
今
時
執
金
一
昔
下
五
令
尉
奉
引

先
。

と
技
解
す
る
類
で
あ
る
。
鄭
衆
が
隠
見
し
た
札
制
を
、
間
漢
・
東
漢

の
区
別
な
く
漢
王
朝
の
礼
制
と
し
て
、
「
今
い
と
総
称
し
、
お
川
礼
い

を
そ
れ
に
擬
定
す
る
。
そ
の
援
引
し
た
漢
制
は
、
孫
治
譲
(
附
似
刊
一
ず
)

に
よ
れ
ば
、
日
〈
一
記
』
・
詩
的
世
一
口
・
応
劫
の
沼
間
官
儀
』
・
街
宏
の

3
m

m儀
恥
に
概
ね
合
致
す
る
と
い
う
。

な
か
で
も
寵
意
し
た
い
の
は
、
「
秋
官
」
に
於
け
る
漢
律
の
援
引

で
あ
る
。
朝
士
の
「
凡
盗
賊
紫
、
郷
口
巴
及
家
人
、
殺
之
無
罪
」
に
、

若
今
時
無
故
人
人
家
宅
癒
合
、
上
人
事
船
、
産
引
人
欲
犯
法
者
、

其
持
格
殺
之
無
罪
。
(
賢
疏
一
五
、
先
鄭
挙
漢
賊
律
〉

と
校
解
す
る
類
で
あ
る
。
刑
罰
は
、
国
家
権
力
が
人
民
を
規
制
す
る

最
も
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
西
漢
以
来
、
律
令
の
整
備
統
一

は
常
に
問
題
と
さ
れ
、
東
漢
に
は
そ
の
詳
絡
な
校
釈
が
な
さ
れ
た
。

し
か
し
、
吾
川
社
b

は
行
政
法
典
と
み
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
刑
法

典
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
多
少
の
刑
罰
の
規
定
は
あ
る
が
、
附
槌

的
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鄭
衆
が
漢
律
を
多

く
援
引
す
る
の
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
町
田
川
礼
』
に
国
家
権
力
に

よ
る
人
民
の
統
制
理
念
を
見
出
し
た
か
ら
で
、
行
政
法
典
に
止
ま
ら

ず
、
法
剤
一
体
系
も
含
む
秩
序
体
系
の
組
成
を
志
向
し
た
か
ら
で
あ
る
。

鄭
衆
が
斯
く
の
如
く
漢
制
を
援
引
す
る
の
は
、
古
文
学
派
の
経
学

の
源
流
一
を
周
公
に
求
め
る
の
と
併
行
す
る
、
漢
制
の
沿
革
を
周
の
制

度
"
に
発
す
る
も
の
と
設
定
す
る
故
で
あ
る
、
と
単
純
に
は
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
も
っ
と
積
極
的
な
漢
王
朝
と
の
関
わ
り
の
も
と
に

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
「
獲
麟
」
解
釈
等
の
受
命
説

と
柏
須
っ
て
、
内
問
問
礼
h

を
漢
制
に
比
擬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理

念
上
、
漢
王
抑
制
を
周
王
朝
に
繋
連
さ
せ
、
そ
の
正
統
を
合
理
付
け
、

漢
王
朝
を
周
王
朝
の
復
元
さ
れ
た
も
の
、
と
鄭
衆
は
考
え
た
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
、
既
述
の
如
き
解
釈
、
内
P↑~パ

以
て
臼
具
六
体
的
な
秩
序
体
系
を
如
組
船
成
成
…
し
た
う
〉
え
え
で
、
更
に
漢
制
に
比
擬

し
、
漢
王
朝
の
現
実
の
統
治
を
そ
の
「
田
川
礼
」
の
秩
序
体
系
の
実
現

ベー可

能
ω
と
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ω「
周
礼
』
制
作
詩
の
見
解

最
後
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
町
田
川
礼
』
創
作
時
に
対
す
る
鄭
衆

の
見
解
で
あ
る
。
馬
散
が
紹
介
す
る
、
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(

鄭

衆

〉

独

以

、

劉

段

命

、

還

帰

在

豊

、

作

局

的
。
則
此
荊
官
也
。
(
跡
例
制
作
…
…
開
)

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
鄭
衆
は
吋
尚
書
b

「
悶
川
官
」
序
の
「
成
王
既
融
制

段
一
点
旬
、
減
准
夷
、
還
知
在
輩
、
作
周
官
い
に
詮
自
し
、
内
山
阿
世
d
h

「周

官
」
(
以
断
れ
同
押
さ
)
と
内
田
川
礼
b

と
を
問
書
と
話
相
倣
す
。
一
一
一
一
口
う
ま
で
も

な
く
、
現
行
本
の
「
関
川
官
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
思
敵
、
は
誤
り
で
あ
る
と
駁
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明

は
な
く
、
ま
た
鄭
一
衆
の
見
解
も
こ
の
一
条
あ
る
だ
け
で
、
詳
細
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
は
馬
散
を
継
承
し
た
と
思
わ
れ
る
鄭
玄
の
立
場

か
ら
、
鄭
衆
説
へ
の
批
判
を
ま
ず
推
測
し
て
み
る
。
鄭
玄
は
、
周
公

の
事
蹟
に
関
し
て
は
伏
生
の
有
力
な
代
弁
者
で
あ
る
。
伏
生
の
「
問

。0
0

0

公
摂
政
一
年
叛
乱
、
一
一
年
克
段
、
三
年
践
奄
、
四
年
建
侯
街
、
五
年

営
成
潟
、
内
恥
一
秒
和
船
如
、
七
年
致
政
一
成
一
子
一
」
(
制
離
縁
)
に
依
拠

し
、
問
問
公
の
事
践
を
数
約
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
一
一
年
践
奄
i

…

と
あ
れ
ば
、
「
成
主
狂
い
の
序
「
遂
践
奄
!
7
「
将
務
妨
い
の
序
勺
成

主
既
践
奄
仁
三
「
多
方
い
の
序
「
成
主
知
奄
い
な
ど
と
同
じ
く
、
「
間
川

官
い
制
作
を
潟
公
摂
一
政
一
一
一
年
時
の
こ
と
と
考
え
、
ま
た
「
六
年
制
礼

作
楽
い
と
あ
れ
ば
、
内
関
川
礼
b

制
作
一
を
摂
政
六
年
時
の
こ
と
と
考
え

る

の

で

あ

る

。

斯

く

の

知

く

鄭

玄

は

を

周

公

の

事

践

に

位

罷

付

け

た

う

え

で

、

は

散
に
言
及
し
、
そ
の

逸
し
て
し
ま
い
、
親
し
く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
制
作
者
は
田
川

公
で
は
な
く
成
玉
、
制
作
原
理
は
「
述
天
授
位
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と

推
測
し
、
ま
た
「
周
官
」
制
作
の
摂
政
三
年
時
は
、
い
ま
ば
太
平
な

ら
ず
、
太
平
を
告
、
げ
た
の
は
摂
政
五
年
末
で
あ
る
と
指
摘

M
、
結
論

と
し
て
、
「
向
山
官
」
は
「
問
問
公
致
太
平
之
迩
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い

と
判
断
す
る
。
か
く
て
鄭
衆
の
見
解
に
対
す
る
批
判
が
成
立
す
る
の

で
ふ
り
っ
た
。

し
か
し
、
冨
州
礼
b

を
「
関
川
公
致
太
平
之
迩
」
と
君
倣
す
の
は
、

内
閣
州
礼
い
解
釈
者
の
共
通
の
認
識
で
あ
り
、
鄭
衆
も
そ
の
例
外
で
あ

る
は
ず
は
な
く
、
既
述
の
解
釈
は
こ
の
認
識
の
上
に
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
郵
衆
の
見
解
を
如
何
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
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周
公
の
事
績
は
、
伏
生
説
と
と
も
に
司
馬
遼
・
劉
散
・
班
間
・

山
市
川
)
の
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
、
後
の
王
粛
の
い
う
「
関
川

0

0

0

 

公
摂
政
選
流
言
、
作
大
詰
、
而
東
征
二
年
克
一
段
、
殺
管
茶
、
一
一
一
年
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

川
郎
、
制
礼
作
楽
、
出
入
四
年
、
歪
六
年
一
期
成
、
七
年
営
洛
回
目
、
作
康

器
認
識
洛
話
、
致
政
成
主
い
(
附
旬
開
)
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
依

れ
ば
、
鄭
玄
と
同
様
、
ぺ
還
帰
在
豊
ん
は
摂
政
一
一
…
年
時
の
こ
と
と
な

る
の
だ
が
、
一
一
叶
馬
還
が
「
成
主
在
襲
、
天
下
日
安
、
照
之
官
政
宋
次

序
、
於
是
関
川
公
作
周
官
い
伝
統
h

利
)
と
説
明
す
る
如
く
、
摂
政
三
年
時

は
既
に
太
平
と
認
識
さ
れ
、
そ
れ
を
確
問
た
る
も
の
と
す
る
た
め
、



制

礼

作

楽

の

一

端

と

し

て

、

周

公

は

四

年

の
歳
月
を
婆
し
、
摂
政
六
年
時
に
完
成
し
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
鄭
衆
の
周
公
の
事
蹟
に
於
け
る
「
屑
官
」
の
位
置
付

け
は
、
可
馬
遷
ら
と
問
、
じ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
鄭
衆
は
、
一
一
円
潟

遼
の
如
く
考
え
、
沼
周
札
』
解
釈
者
の
定
説
で
あ
る
吋
周
礼
h

を
「
周

公
致
太
平
之
迩
」
と
君
倣
す
考
え
で
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

「
周
官
」
序
に
注
目
し
、
既
に
そ
の
「
周
官
」
が
散
伐
し
て
い
る
た

め
、
問
問
川
礼
い
一
を
そ
れ
に
当
て
桜
め
、
一

i

締
官
い

mw
叫阿川礼
n
b

と
把
握

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
斯
く
考
え
る
と
、
問
問
川
礼
」

の
基
本
的
認
識
は
鄭
玄
と
異
な
ら
ず
、
唯
々
両
者
は
周
公
の
事
践
の

採
用
に
差
違
が
あ
る
の
み
に
な
ろ
う
。

蜜
遠
の
解
釈

制
作
に
若
手
、

五

問

凡

議

は

、

に

最

も

功

綴

が

あ

っ

た

大

儒

で

、

例
及
び
訓
詰
簡
に
於
い
て
左
氏
学
の
体
系
化
を
図
り
、
京
、
民
学
の
来
一

A
H
Y
 

礎
を
閉
め
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
外
な
く
吋
潤
礼
』
に

も
精
通
し
、

p
a伝
ω

と
と
も
に
吋
関
川
礼
b

を
父
の
資
徽
か
ら
受
け
、

社
子
春
に
師
事
し
、
吋
問
問
礼
解
一
叫
一
己
を
著
し
た
。
そ
の
蓄
は
当
一
時
に

於
け
る
解
釈
替
の
中
で
圧
倒
的
な
勢
泣
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。
し

か
し
、
資
法
の
解
釈
に
対
す
る
鄭
玄
の
評
価
は
低
く
、
ぺ
冬
官
孜
工

欝
人
誌
に
一
条
を
援
引
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

の
吋
関
川
礼
解
一
路
』
は
、
今
は
散
速
し
て
全
貌
を
知
る
こ
と
は

で
き
ず
、
馬
問
翰
の
蒐
集
し
た
十
七
条
の
み
が
残
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
中
に
変
迭
の
解
釈
の
特
徴
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
い
く

つ
か
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
述
べ
、
鄭
玄
と
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
も

触
れ
て
み
よ
う
。

ω
諸
侯
の
地
位

「
春
官
」
大
宗
伯
の
「
春
見
日
朝
、
夏
見
日
宗
、
秋
見
臼
鋭
、
冬

見
回
選
い
に
、

一
方
四
分
之
、
或
朝
春
、
或
宗
夏
、
、
或
鋭
秋
、
或
遇
冬
。
藩
成
之

沼
、
不
可
虚
方
供
行
、
故
分
趣
四
時
助
祭
也
。
(
糊
諮
…
)

と
注
解
す
る
。
頁
迭
は
諸
侯
の
朝
見
を
分
方
分
持
説
に
依
っ
て
説

く
。
ム
ハ
肢
を
開
方
に
分
け
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
の
践
を
四
部
に
分
け

て
、
四
時
に
朝
見
さ
せ
る
。
こ
の
四
時
の
朝
見
を
朝
・
宗
・
観
・
遇

と
呼
称
す
る
。
一
年
で
一
服
、
六
年
で
六
肢
が
遍
く
朝
見
す
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
規
知
的
な
朝
見
に
よ
っ
て
王
権
は
六
戚
へ
の
干

渉
の
連
続
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
寅
迭
は

朝
見
を
「
藩
界
之
医
」
郎
ち
「
蕃
衛
・
純
臣
」
と
し
て
の
諸
侯
の
義

務
行
為
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
諸
侯
の
地
位
に
就
い
て
、
公
羊
説
は

「
諸
侯
不
粧
直
」
と
す
る
に
対
し
、
左
氏
説
は
「
天
子
蕃
衛
・
純

毘
」
と
し
、
両
者
は
相
反
す
る
。
鄭
玄
は
「
費
者
、
敵
主
人
之
称
。

部
礼
、
諸
侯
見
天
子
称
之
日
資
、
不
純
僅
諸
侯
之
明
文
会
」
と
述

べ
、
大
行
人
の
職
文
を
根
拠
と
し
て
、
公
羊
説
に
左
祖
す
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る

。

鄭

玄

の

考

え

方

か

ら

す

れ

ば

、

富

川

礼

』

に

於
け
る
諸
侯
の
地
位
は
、
表
面
的
で
は
あ
る
が
、
寧
ろ
公
羊
説
に
合

致
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
資
法
は
、
雷
同
礼
』
が
古
文
経
典

で
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
左
氏
一
説
を
採
用
す
る
。
要
す
る

に
、
そ
れ
は
、
そ
の
左
氏
説
が
持
っ
て
い
る
国
家
重
視
的
な
部
を
重

ん
じ
、
朝
見
を
全
て
の
諸
侯
の
「
審
衛
・
純
底
ん
と
し
て
の
具
体
的

な
規
制
と
捉
え
、
諸
侯
を
高
川
礼
b

国
家
に
於
い
て
名
実
と
も
に
従

属
的
地
位
に
震
か
ん
と
す
る
、
内
問
問
礼
』
の
間
家
主
義
的
解
釈
と
い

う
明
確
な
意
図
の
示
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
解
釈
は
、
ぺ
春
秋
の
義
」
を
実
際
札
制
の
秩
序
と
し

て
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
鄭
衆
の
解
釈
精
神
と
基
本
的
に

変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

例
中
ハ
官
・
ム
ハ
郷
・
ム
ハ
軍
の
編
成

鄭
衆
の
解
釈
の
方
向
・
態
度
と
異
な
る
賀
認
の
解
釈
の
特
徴
は
厳

然
と
し
で
あ
っ
た
。

述
以
為
、
六
郷
大
夫
刻
家
卒
以
下
。
(
劇
制
飢
餓
問
問
)

こ
れ
は
六
官
・
六
郷
の
組
織
編
成
に
対
す
る
見
解
で
あ
る

4
地
官
i
一

序
官
に
「
郷
老
、
二
都
財
公
一
人
。
郷
大
夫
、
ん
知
郷
卿
一
人
」
と
あ
る
。

六
郷
で
あ
る
か
ら
、
郷
老
は
三
人
、
そ
の
爵
位
は
公
と
い
え
る
。
つ

ま
り
、
つ
天
官
!
…
卒
夫
以
下
の
経
文
に
十
三
見
す
る
王
朝
の
三
公
郎
一
一
一

郷
老
と
い
う
等
式
が
成
立
す
る
。
寅
迭
の
見
解
は
、
こ
の
三
公
開
一
一
一
郷

老
の
如
く
、
六
郷
大
夫
郎
六
官
の
卿
(
大
宰
(
家
宰
)
・
大
司
徒
一
・
大

宗
佑
・
大
司
馬
・
大
司
窪
・
大
湾
内
で
む
を
明
言
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
見
解
に
従
う
と
、
「
夏
宮
」
序
官
に
あ
る
「
軍
将
命
卿
」

が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
間
貝
議
は
六
郷
の
ほ
か
に
卿

は
な
い
と
考
え
る
か
ら
、
六
軍
の
軍
将
郎
六
郷
と
な
り
、
つ
ま
り
六

官
の
胸
部
六
郷
大
夫
郎
六
軍
の
軍
将
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
推
測
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
如
く
展
開
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

o 0 六
六 六郷「

五 軍 五 五五四五五郷，地
入(升! 党族問比家(六官
為一為為為為為為一軍」
伍箪郷升i党族問比郷のブミ

〉組司
織徒
編 e

成 小
を 司
ー徒
覧
す及
るひ

と「
、夏

官
し一

序
官

依
っ
て

間
隔
為
卒

五
家

二
十
五
家

百
家

五
吉
家

二
千
五
百
家

一
万
二
千
五
百
家

五
人

二
十
五
人

百
人
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五

卒

為

旅

五

百

人

旅

的

(

下

大

夫

)

五

旅

為

的

二

千

五

百

人

師

拙

(

中

大

夫

)

五
郎
為
軍
一
万
二
千
五
一
白
人
軍
将
ハ
卿
)

と
な
る
。
一
両
表
を
対
照
す
る
と
、
組
織
・
人
数
・
爵
位
は
全
く
相
等

J

、。一戸、
F
h
y

、j-
r

J

R

H

リ

ザ

7F
、

r'」

J

i

w

h
ド
ト
s
h
A
1
7
1

、ノ刊
L
d
dリ

5

1
L
J
/
部
川
吃
刊
日

.
w係
.
倒
的
山
.
ぷ

m
.一

U

列
.
却
州
一
仁
」
/
叫
斗
グ
バ
甘

.
R
.
J
X
1

旅
・
師
・
寧
に
そ
の
ま
ま
移
行
し
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郷
大

夫
が
軍
将
で
あ
る
か
ら
に
は
、
郷
官
の
州
長
・
党
正
・
放
郎
・
問

符
・
北
長
は
、
有
事
に
は
抑
的
・
旅
的
・
卒
長
・
尚
一
一
円
高
・
伍
長
と

し
て
十
ハ
寧
に
組
織
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人

数
に
問
題
は
あ
る
が
、
ム
ハ
官
と
六
郷
に
同
様
な
考
え
方
を
当
て
桜
め

る
と
、
郷
大
夫
が
六
官
の
卿
で
あ
る
か
ら
に
は
、
州
長
以
下
の
郷
官

も
六
官
の
中
大
夫
・
下
大
夫
・
上
士
・
中
土
・
を
兼
ね
る
と
推

測
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

同一Aに
於
い
て
の
解
釈
の
特
徴
を
摺
む
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
問
問
礼
b

の
本
来
的
な
性
格
で
あ
る
行
政
法
政
ハ
と
い
う
視
点
か

ら
あ
ら
た
め
て
み
、
煩
演
な
札
解
釈
に
執
着
せ
ず
、
行
政
組
織
と
し

て
吋
周
礼
』
を
綜
合
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
と
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
ム
ハ
官
二
ハ
郷
・
六
寧
と
平
面
的
に
は
分
化
し
て
い
る

行
政
機
関
を
緊
密
に
連
関
・
統
整
し
、
王
者
に
そ
れ
を
集
中
し
て
い

く
、
白
川
礼
h

国
家
の
行
政
体
系
の
大
綱
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か

Q

つ
ま
り
、
貿
迭
は
、
激
密
で
し
か
も
網
羅
的
な
秩
序

体
系
の
構
築
を
強
い
て
志
向
せ
ず
、
主
と
し
て
そ
の
根
幹
で
あ
る
行

政
体
系
に
「
春
秋
の
義
」
を
具
現
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

斯
く
考
え
る
と
、
資
迭
の
解
釈
は
、
既
述
の
制
礼
作
楽
運
動
と
特

に
不
可
分
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
秩
序
体
系
確

立
を
目
的
と
し
た
そ
の
運
動
に
於
い
て
、
内
田
川
礼
』
を
奉
ず
る
者
は

行
政
組
織
の
蒋
編
を
志
向
し
た
。
賢
建
は
こ
の
状
況
を
十
分
意
識

し
、
問
問
川
礼
い
解
釈
に
行
政
組
織
原
理
を
提
示
し
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
、
貿
濯
の
円
周
礼
解
一
計
と
が
当
時
に
於
い
て

圧
倒
的
な
勢
位
を
占
め
て
い
た
理
由
が
判
明
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ω
郎
氏
注
の
解
釈
の
評
価

最
後
に
、
調
迭
の
こ
の
見
解
に
対
す
る
後
の
評
価
を
述
べ
る
。
東

漢
時
は
、
許
附
択
を
除
く
と
否
定
さ
れ
て
い
た
。
馬
融
は
誤
り
で
あ
る

と
断
じ
、
鄭
玄
は
、
六
箪
の
兵
卒
は
六
郷
か
ら
徴
発
す
る
こ
と
に
関

し
て
は
是
認
し
、
一
間
農
事
部
定
軍
令
者
也
」
(
船
間
)
と
注
す
る
が
、

軍
将
即
郷
大
夫
説
は
否
定
し
、
ム
ハ
官
の
卿
と
六
郷
大
夫
の
適
任
者
を

軍
将
に
任
命
す
る
と
考
え
る
。
『
局
礼
』
に
於
け
る
郷
を
十
二
郷
と

一
君
倣
す
の
何
あ
る
。
し
か
し
、
寅
迭
の
見
解
は
、
三
国
(
貌
)
の
劉

h
H
V
 

訪
の
司
爵
制
h

、
宋
の
辞
衡
の
町
田
川
礼
序
官
考
』
、
拐
の
玉
応
電
の

持

町
田
川
礼
伝
b

な
ど
に
継
承
・
敷
約
さ
れ
、
言
問
礼
義
疏
』
(
櫛
北
町

gm〉に

至
っ
て
、
言
問
礼
一
』
の
行
政
組
織
構
築
の
根
幹
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
寧
ろ
後
世
に
与
え
た
影
響
は
大
で
、
第
玄
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ら
は
評
価
し
な
い
も
の
の
、
解
釈
史
に
於
い
て
没
却
し
得

な
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

六
鄭
一
玄
の
解
釈
へ

以
上
、
鄭
玄
に
五
十
…
る
内
問
解
釈
の
変
遷
を
概
述
し
た
の
で
あ

る
が
、
鄭
衆
・
湖
周
遊
の
解
釈
は
、
基
礎
的
な
校
勘
・
郡
一
誌
を
経
て
、

劉
漢
一
王
朝
を
対
象
に
持
つ
、
集
権
国
家
秩
序
体
系
組
成
を
志
向
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
辺
川
礼
』
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
も
吋
崩

礼
い
国
家
の
た
め
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
宮
川
礼
』
国
家
は
、
政
治

体
制
の
謀
本
的
規
律
で
あ
る
、
関
家
権
力
と
被
治
者
を
規
定
す
る
行

政
法
と
い
う
べ
き
吋
昂
礼
い
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
内
容
が
確

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
及
、
そ
の
行
政
法
を
明
確

に
す
る
た
め
に
解
釈
が
企
図
さ
れ
た
場
合
、
問
問
家
権
力
が
家
庭
生
活

か
ら
燭
家
社
会
ま
で
統
制
し
、
求
心
的
な
結
合
関
係
を
具
体
的
に
規

定
す
る
秩
序
体
系
が
現
出
す
る
。
従
っ
て
、
斯
く
の
如
き
解
釈
が
な

さ
れ
た
後
は
、
そ
れ
に
は
ず
れ
る
斬
新
な
解
釈
や
特
殊
な
異
説
は
容

認
さ
れ
ず
、
ま
た
解
釈
の
対
象
と
し
て
特
に
漢
王
朝
な
ど
と
限
定
さ

れ
な
く
な
る
。
あ
と
は
そ
の
解
釈
を
い
か
に
充
実
・
敷
街
す
る
か
が

関
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

州
側
玄
の
町
周
礼
b

解
釈
は
か
か
る
解
釈
志
向
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
方
法
論
と
し
て
は
、
秩
序
体
系
の
根
幹
で
あ
る
行
政

体
系
を
京
祝
す
る
焚
濯
の
解
釈
を
継
承
せ
ず
、
鄭
衆
の
解
釈
の
方
向

を
敷
約
し
て
、
特
に
一
札
』
の
緊
密
な
関
連
付
け
と
体
系
化
を
金

関
し
、
普
遍
性
を
持
つ
客
観
規
範
と
捉
え
ら
れ
る
、
広
範
簡
な
秩
序

体
系
で
あ
る
一

i

周
礼
体
系
い
を
構
築
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、

郵
玄
の
解
釈
は
、
他
か
ら
の
批
判
に
も
耐
え
得
る
こ
と
が
で
き
、
礼

解
釈
の
続
く
眼
り
、
そ
の
権
威
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(1)注

町
周
礼
b

は
も
と
吋
周
官
』
と
い
い
、
内
漢
書
b

「
芸
文
志
」
に
は
内
問
問

官
経
一
二
ハ
篇
と
あ
る
。
吉
川
礼
で
町
田
川
賞
中
の
名
称
に
就
い
て
の
考
察

は
、
宇
野
精
一
吋
中
間
古
典
学
の
展
開
』
二
頁
i
十
一
一
具
に
あ
る
。
参

照
さ
れ
た
い
。
尚
、
本
務
は
使
宜
上
町
田
川
礼
b

に
統
一
す
る
。

加
賀
栄
治
判
中
国
古
典
解
釈
史
l

貌
晋
篇
』
第
二
章
第
一
一
一
節
二
・
一
一
一

馬
融
の
吋
間
川
官
伝
h

は
、
経
・
注
合
し
た
は
じ
め
て
の
解
釈
需
で
あ

り
、
郵
玄
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
鄭
玄
が
一
条
も
援
引
し

て
い
な
い
た
め
、
特
に
論
じ
な
い
。
ま
た
、
鄭
玄
は
鄭
衆
の
解
釈
の
方

向
を
蔽
承
'
数
約
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
た
め
、
鄭
衆
の
解
釈
を
詳
論

す
る
。

以
上
の
社
子
春
の
解
釈
に
就
い
て
は
、
拙
稿
「
鄭
玄
の
問
川
礼
解
釈
に

就
い
て
」
(
鰍
湖
町
…
一
計
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ω校
川
柳
・
訓
話
に
関
す
る

も
の
、
働
礼
制
に
関
す
る
も
の
、
と
二
点
に
分
類
し
、
や
や
詳
し
く
考

察
部
し
て
お
い
た
っ

鎌
間
正
沼
氏
伝
の
成
立
と
其
の
展
開
均
一
第
二
篇
第
二
章
第
一
一
節
二
参

庁
間
内

O

nH"ι' 
郵
玄
は
杜
子
春
に
従
い
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に
解
し
て
、
「
詩
所
去
、
取

を



菰
祭
脂
。
郊
特
牧
去
、
競
合
黍
稜
、
兵
際
連
於
儲
屋
、
故
既
薦
、
然
後

嫡
競
合
磐
脊
。
合
磐
苓
者
、
同
地
鶏
之
謂
也
。
茅
以
共
祭
之
五
、
亦
以
縮

酒
、
宣
以
蒋
祭
。
縮
酒
抑
酒
也
。
離
斉
縮
酒
」
と
述
ぶ
。

紛
と
問
じ
。

「
序
周
礼
廃
興
」
引
馬
一
紙
百
川
官
絃
』
序
に
、
「
(
劉
散
〉
又
多
鋭
精
子

春
秋
、
末
年
乃
知
其
周
公
致
太
平
之
述
、
迩
兵
在
斯
」
と
あ
る
0

0

0

0

 

隠
公
四
年
の
経
文
「
夏
、
公
及
宋
公
遇
手
清
」
に
対
し
て
、
「
開
札
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
:
A
2
3

諸
侯
冬
見
天
子
日
遇
。
劉
氏
悶
此
名
以
説
春
秋
一
。

aLr十
話
連
」
(
仰
い
以
仰

レ日比時，
a，，
aha-♂
品
ベ
ベ
〆

怖
い
川
惜
別
}
と
あ
る
C

A

切っ
4
1
4
河
n
q
r
A
1
晶、

拙
稿
「
両
漢
に
於
け
る
司
獲
麟
h

解
釈
に
就
い
て
」
(
線
制
喰
閥
次
件
鴨
川
以
)

〆

ρ
V
J
e
M
d
手
守
二
凡
丹
ノ
ョ
玉
、

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
鄭
玄
に
宣
っ
て
そ
れ
は
体
系
的
に
捉
え
ら
れ

る
。
拙
稿
「
鄭
玄
の
春
秋
学
に
関
す
る
私
見
ー
一
(
…
鰐
縦
一
制
球
一
)
を
参
照

さ
れ
た
い
。

安
居
香
山
「
後
漢
に
お
け
る
受
命
改
制
と
辞
書
思
想
」
(
駄
純
一
沼
町
誠
紀
)

に
詳
論
が
あ
れ
る
。

例
え
ば
、
吋
伸
縮
漢
書
』
「
百
官
十
一
山
」
一
に
平
協
府
公
作
周
官
、
分
職
著
明
、

法
度
相
持
、
王
室
雛
徴
、
獄
能
久
存
。
今
其
遺
書
、
所
以
観
局
窓
牧
民

之
恕
既
否
、
又
共
有
益
来
事
之
範
、
殆
来
有
所
窮
也
。
故
新
汲
令
王
隆

作
小
学
漢
官
第
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
初
広
の
吋
潜
伏
官
篇
解
目
前
』
叙
を

引
い
て
、
三
問
、
安
帝
時
、
越
騎
校
尉
劉
一
千
秋
校
謹
東
観
、
好
事
者
勢
長

孫
与
番
目
、
漢
家
礼
儀
、
叔
孫
通
等
所
草
創
、
皆
槌
律
令
在
理
官
、
蔵

於
凡
閥
、
都
知
記
録
者
、
久
令
一
一
代
之
業
、
関
宿
不
彰
。
誠
笈
撰
次
、
依

探
知
礼
、
定
性
分
職
、
各
有
条
序
、
令
人
無
愚
智
、
入
朝
不
惑
。
君
以

公
族
元
老
、
ま
了
其
経
、
一
潟
可
以
日
。
与
問
巴
子
通
人

(8) (7) (9) M) QJ) 4埼

(13) 

郎
中
張
平
子
参
議
未
定
、
市
劉
君
選
為
京
正
衛
尉
、
平
子
為
尚
書
郎
太

史
令
、
各
務
其
職
、
来
臨
愉
也
υ

京
阪
a
常
時
、
平
子
為
侍
中
山
肌
ハ
校
書
、

方
作
間
官
解
説
、
乃
欲
以
漸
次
述
漢
事
、
会
復
選
河
間
相
、
遂
英
能
立

也
。
述
作
之
功
、
独
不
易
会
。
既
感
斯
一
一
一
向
、
願
見
故
新
汲
令
王
文
山
小

学
為
漢
宮
筋
、
略
道
公
卿
外
内
之
職
、
穿
及
四
一
央
、
博
物
条
暢
、
多
所

発
明
、
足
以
知
旧
制
儀
品
。
(
以
下
略
ど
と
あ
る
。

基
地
中
を
ど
こ
に
霞
く
か
で
援
引
数
に
多
少
の
違
い
が
生
じ
る
。
そ
こ
で

主
応
麟
の
吋
漢
判
例
孜
い
に
依
拠
し
た
。
と
こ
ろ
が
用
い
た
汲
古
関
本
に

は
巻
二
の
一
部
今
冬
官
孜
工
記
」
の
一
部
)
に
閥
が
あ
る
。
約
数
を

示
す
の
み
に
し
た
。

沼
田
太
一
郎
吋
中
国
刑
法
史
研
究
』
第
四
章
に
詳
論
が

L

占める
9

一
戸
川
芳
郎
「
史
官
i
偶
談
の
余
紛
」
・
「
漢
書
の
志
・
表

i
偶
談
の
余

ω」
(
糟
点
閥
均
点
一
)
に
啓
発
さ
れ
た
。

以
上
は
寸
夫
官
」
小
宰
注
・
「
地
官
」
序
官
疏
引
京
都
士
山
b

・
2
芯
詩
』

「
間
政
」
維
一
夫
之
命
序
注
に
依
る
。

鎌
問
、
前
掲
書
、
第
二
篇
第
二
章
第
二
節
参
照
。

内
説
文
解
字
」
一
に
「
郷
、
国
離
口
巴
所
封
'
郷
、
封
折
之
内
六
郷
、
ム
ハ
卿
治

之
」
と
あ
り
、
向
到
達
に
従
う
。

ロ
腕
漢
誤
認
「
百
官
志
」
五
、
誌
に
「
例
制
効
爵
制
目
、
ハ
中
略
)
古
者
天
子

寄
軍
政
於
六
郷
、
居
期
以
田
、
警
期
以
戦
、
所
謂
入
使
治
之
、
出
使
長

之
、
素
信
者
与
衆
相
得
也
。
故
一
寝
伐
有
屋
、
乃
召
六
郷
、
大
夫
之
在
軍

為
将
者
也
。
及
周
之
六
郷
、
亦
以
居
軍
、
在
留
也
知
以
比
長
関
混
同
族
郎

党
正
州
長
'
邦
大
夫
為
称
、
其
在
車
也
刻
以
卒
也
可
馬
将
軍
為
号
、
所
以

異
在
国
之
名
也
♀
ハ
以
下
略
ど
と
あ
る
。
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醇
衝
の
吋
関
川
礼
序
官
考
』
は
今
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
王
応

電
の
問
問
礼
伝
b

に
就
い
て
は
朱
鉢
尊
は
「
存
」
と
述
ぷ
c

し
か
し
、

私
は
宮
川
礼
義
疏
』
に
於
け
る
援
引
に
よ
っ
て
欝
衡
・
王
応
震
の
解
釈

を
知
っ
た
。
そ
の
解
釈
は
と
も
に
長
文
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
紹
介
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
の
叫
周
礼
』
解
釈
者
で
あ
る
会
沢
正

志
斎
は
認
祝
照
宮
b

を
著
し
、
町
議
疏
b

に
依
拠
し
自
説
を
開
陳
し
て

お
れ
ソ
、
内
義
疏
一
h

の
援
引
は
移
し
く
、
醇
衡
・
主
応
電
の
解
釈
も
引
か

れ
て
い
る
。
拙
稿
「
会
沢
一
生
中
山
斎
雲
間
関
川

-E
〈
総
論
〉
割
注
」
食
料
問

捌
諸
問
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

か
く
て
、
郵
玄
は
鄭
衆
の
解
釈
に
対
し
て
「
向
宗
之
大
儒
、
間
関
子
胤
ハ

路
、
物
識
凸
(
餅
諮
問
械
的
…
)
と
高
い
評
価
を
与
え
る
の

で
あ
っ
た
。

争。事事
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